
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社葬費用 

Ｑ：この度、当社の社長が急死しました。

社長は創業者で会社に対する功労がきわめて

大きかったので社葬を検討しています。社葬

費用にかかる税務上の取扱いを教えて下さい。 

 

Ａ：次のとおりです。 

【解説】 

 人の死亡にともなう葬儀は、本来個人的な

行事であることから、これを会社が負担した

場合には、原則として給与（賞与）として取

り扱われますが、社葬を行うことが社会通念

上相当と認められる場合には、その負担した

金額のうち社葬のために通常要すると認めら

れる金額は、損金の額に算入することが認め

られています。 

 ここで「社葬を行うことが社会通念上相当」

かどうかは、死亡した者の死亡の事情、会社

への貢献度等を総合勘案して判断することと

なります。また「社葬のために通常要すると

認められる金額」には明らかに遺族が負担す

べき費用（密葬費用、戒名料等）は含まれま

せん。 

 ご質問の場合、亡くなられた社長の社葬を

することは社会通念上相当と思われますので、

「社葬のために通常要すると認められる金

額」つまり会葬のための費用は損金の額に算

入することが認められます。なお、香典は、

会社ではなく遺族に対する弔意のしるしとし

て持参されるものですから、会社が収入に計

上しないで遺族の収入としたときは、その処

理が認められます。  
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